
国
民
発
案
と
憲
法
裁
判
権
と
の
間
の
議
会
制
（
石
塚
）

二
三
九

国
民
発
案
と
憲
法
裁
判
権
と
の
間
の
議
会
制

ペ
ー
タ
ー
・
Ｍ
・
フ
ー
バ
ー

石　

塚　
　

壮
太
郎　

訳

【
訳
者
ま
え
が
き
】　

こ
こ
に
掲
載
す
る
翻
訳
は
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
法
学
部
ペ
ー
タ
ー
・
Ｍ
・
フ
ー
バ
ー
教
授
が
、
二
〇
一
三
年
一
〇

月
一
日
に
日
本
大
学
法
学
部
で
講
演
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
講
演
は
、
そ
の
前
年
五
月
一
一
日
に
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
行
政
大
学
院
大
学
で

行
わ
れ
た
、
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
・
マ
ギ
エ
ラ
教
授
古
稀
記
念
研
究
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
価
値
共
同
体
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
」
で
フ
ー

バ
ー
教
授
が
講
演
さ
れ
た
も
の
と
基
本
的
に
同
一
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
内
容
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
大
い
に
関
心
の
あ
る
も

の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
講
演
を
再
度
本
学
に
お
い
て
も
講
演
し
て
下
さ
る
よ
う
お
願
い
し
て
行
っ
て
頂
い
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

フ
ー
バ
ー
教
授
は
、
日
本
大
学
に
お
け
る
講
演
で
は
、
こ
の
原
稿
か
ら
あ
る
程
度
離
れ
て
自
由
に
話
さ
れ
た
。
そ
れ
を
完
全
に
再
現
す
る

こ
と
は
出
来
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
、
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
に
お
け
る
講
演
の
原
稿
を
忠
実
に
翻
訳
、
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
。
以
上
。

翻　

訳

（
四
九
一
）
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二
四
〇

ま
ず
個
人
的
な
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
、
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
・
マ
ギ
エ
ラ
〔
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
行
政
大
学
院
大
学
教
授
・
Ｅ
Ｕ
法
〕
と

私
は
、
ド
イ
ツ
国
内
よ
り
も
国
外
で

│
ギ
リ
シ
ャ
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
で

│
頻
繁
に
会
っ
て
い
た
。
我
々
は
、
し
か
し
そ
こ
で
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
問
題
に
つ
い
て
も
、
議
会
制
の
問
題
に
つ
い
て
も
意
見
を
交
わ
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
私
は
、
貴
方
の
研
究
領
域
の
一
つ
に

つ
い
て

│
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
つ
い
て
は
、
国
内
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
よ
り
も
わ
ず
か
で
あ
る
が

│
こ
こ
で
話
す
こ
と
が
で
き

る
の
を
う
れ
し
く
思
っ
て
い
る
。

Ⅰ
．
圧
力
下
に
あ
る
議
会
制
？

国
民
発
案
と
憲
法
裁
判
権
の
間
に
あ
る
議
会
制
と
い
う
テ
ー
マ
設
定
は
、
代
表
民
主
制

│
そ
れ
は
議
会
を
そ
の
中
心
と
し
、
議
会
制

に
お
い
て
そ
の
決
定
的
な
政
治
的
刻
印
を
得
る

│
と
、
一
方
で
は
国
民
発
案
あ
る
い
は
直
接
民
主
制
と
の
間
の
緊
張
関
係
、
他
方
で
は

憲
法
裁
判
権
と
の
間
の
緊
張
関
係
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
緊
張
関
係
が
示
唆
し
て
い
る
の
は
、
議
会
制
が
差
し
迫
っ
た
状
況
に
陥
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
直
接
民
主
制
や
憲
法
裁
判
権
が
い
わ
ば
議
会
と
競
合
す
る
存
在
で
あ
り
、
国
民
や
憲
法

裁
判
所
が
議
会
と
競
い
合
う
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
同
時
に
次
の
よ
う
な
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ

は
、
ド
イ
ツ
の
憲
法
史
で
は
よ
く
知
ら
れ
た
議
会
制
の
軽
視
が
、
二
〇
一
〇
年
代
の
初
め
に
再
び
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
批
判
で
あ

り
、
そ
こ
で
は
、
直
接
民
主
制
お
よ
び
過
度
に
拡
張
し
た
憲
法
裁
判
的
統
制
が
、

│
自
覚
的
に
か
無
自
覚
に
か

│
議
会
制
と
そ
の
領

分
を
め
ぐ
り
争
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
議
会
・
直
接
民
主
制
・
憲
法
裁
判
権
と
い
う
三
和
音
に
つ
い
て
無
邪
気
に
語
る
こ
と
を
難
し
く
し
て
い
る
。
と
い
う
の

も
、
議
会
制
へ
の
懐
疑
は
、
通
常
（
正
当
に
も
）
否
定
的
な
反
応
を
招
く
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、〔
議
会
制
の
〕
批
判
者
ら
に
対
す
る

（
四
九
二
）
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二
四
一

批
判
は
容
易
く
誇
張
さ
れ
う
る
し
、〔
そ
れ
に
よ
り
〕
か
え
っ
て
議
会
制
が
ダ
メ
ー
ジ
を
被
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
な
ぜ
な
ら
、
他
の
民

主
制
、
し
ば
し
ば
よ
り
古
い
時
代
の
民
主
制
に
お
い
て
も
、
議
会
活
動
は
、
ま
っ
た
く
疑
う
余
地
の
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

「
政
治
的
指
導
階
層
（P

olitische K
lasse

）」
に
つ
い
て
の
（
予
め
の
）
判
断
も
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
区
別
さ
れ
る
も
の

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
時
代
ご
と
の
継
続
的
発
展
の
た
め
の
リ
ア
リ
ズ
ム
、
建
設
的
批
判
お
よ
び
開
放
性
は
、
た
と

え
そ
れ
ら
が
政
治
的
ア
ク
タ
ー
の
視
点
か
ら
見
て
魅
力
的
に
は
映
ら
な
い
変
化
を
目
指
し
て
い
る
と
し
て
も
、
議
会
制
の
衰
退
へ
と
行
き

着
く
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。

Ⅱ
．「
民
主
制
の
中
心
」
と
し
て
の
議
会

│
要
請
と
実
態

1
．
基
本
法
の
制
度
構
造
に
お
け
る
議
会
中
心
性

ａ
）
基
礎

し
か
し
、
議
会
へ
の
一
般
的
な
懐
疑
に
は
、
根
拠
が
な
い
。
む
し
ろ
、
基
本
法
は
、
議
会
を
「
民
主
制
の
中
心
」
に
定
め

（
1
）

、
判
決
や
学

説
は
こ
の
位
置
規
定
を
確
実
な
も
の
と
し
、
一
歩
ず
つ
整
備
し
て
き
た
。

aa
）
議
会
は
、
基
本
法
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
や
教
科
書
、
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
お
よ
び
そ
の
他
の
刊
行
物
を
根
拠
に
、
民
主
制
の
中
心
お

よ
び
重
心
と
し
て
、
我
々
の
前
に
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
。
議
会
は
、
直
接
民
主
的
に
正
統
化
さ
れ
た
唯
一
の
憲
法
機
関
で
あ
り
、
他
の
憲
法

諸
機
関
に
期
待
さ
れ
る
こ
と
を
遥
か
に
超
え
た
諸
機
能
を
果
た
す
。
そ
れ
は
、
公
権
力
全
体
の
正
統
化
機
能
、
首
相
の
創
出
機
能
、（
間

接
的
に
は
）
連
邦
政
府
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
裁
判
官

（
2
）

お
よ
び
他
の
憲
法
諸
機
関
の
創
出
機
能
、
特
に
執
行
府
に
対
す
る
統
制
機
能
、
立
法

機
能
、
統
合
機
能
等
々
で
あ
る
。
我
々
は
、
他
の
憲
法
諸
機
関
に
、
制
度
的
構
造
を
機
能
さ
せ
る
た
め
の
中
心
的
機
能
を
、
議
会
ほ
ど
多

（
四
九
三
）
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二
四
二

く
負
わ
せ
る
こ
と
は
な
い
。

bb
）
よ
り
詳
し
く
見
れ
ば
、
こ
の
憲
法
的
所
見
を
裏
づ
け
る
数
多
く
の
根
拠
が
あ
る
。
す
で
に
帝
政
ド
イ
ツ
時
代
〔
一
八
七
一
年
〕
以

来
、
我
々
は
、
行
政
法
シ
ス
テ
ム
の
中
心
的
礎
石
と
し
て
行
政
の
法
律
適
合
性
を
知
っ
て
い
る
。〔
今
で
は
〕
基
本
法
二
〇
条
三
項
に
据

え
ら
れ
て
い
る
が
、
行
政
の
法
律
適
合
性
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
形
式
的
意
味
の
法
治
国
原
理
の
最
も
古
い
部
分
で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か

実
践
的
に
は
最
も
重
要
な
部
分
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
法
律
の
優
位
に
よ
り
、
議
会
は
公
的
任
務
や
手
段
等
を
定
義
す
る
に
際
し
て
の

至
高
性
を
備
え
、
他
方
で
、
法
律
の
留
保
に
よ
り
、
自
由
や
財
産
へ
の
侵
害
は
議
会
の
同
意
を
要
す
る
も
の
と
な
る

（
3
）

。
そ
れ
以
来
、
議
会

は
、
市
民
と
国
家
と
の
法
関
係
に
つ
い
て
の
枢
要
な
地
位
に
就
い
た
と
い
え
よ
う
。

一
九
七
〇
年
代
に
、
こ
の
構
想
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
、
周
知
の
と
お
り
い
わ
ゆ
る
本
質
性
法
理
へ
と
更
な
る
発
展
を
遂
げ

た
（
4
）

。
確
か
に
、
今
日
ま
で
誰
も
、
何
が
本
当
に
「
本
質
的
」
で
あ
る
か
を
正
確
に
は
知
ら
な
い

│
結
局
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
本
質
的

だ
と
い
う
も
の
が
、
本
質
的
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
社
会
の
共
同
生
活
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
を
立
法
者
に
委
ね
る
と
い
う
思
考
は
、

基
本
法
の
制
度
的
構
造
か
ら
す
れ
ば
説
得
的
で
あ
り
、〔
そ
の
思
考
は
〕
議
会
が
民
主
制
の
中
心
で
あ
る
と
い
う
理
解
を
強
く
示
し
て
い

る
。
そ
の
よ
う
な
基
礎
の
上
で
、
法
治
国
家
的
に
構
想
さ
れ
た
古
い
法
律
の
留
保
に
、
民
主
制
の
軸
足
を
付
加
し
て
補
強
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
そ
れ
が
ド
イ
ツ
国
境
を
も
越
え
る
広
が
り
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。

cc
）
お
よ
そ
議
会
の
最
古
の
権
利
で
あ
る
予
算
権
も
、
こ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
属
す
る
。
そ
の
際
、
予
算
は
、
経
済
計
画
で
あ
る
だ
け

で
な
く
、
同
時
に
、
法
律
形
式
で
の
国
家
嚮
導
的
な
公
権
的
行
為
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
基
本
法
一
一
〇
条
二
項
一
文
が
予
算
に
つ

い
て
、
基
本
法
一
一
五
条
が
保
証
の
引
き
受
け
（G

ew
ährleistungen

）
お
よ
び
人
的
保
証
（B

ürgschaften

）
に
つ
い
て
、〔
そ
れ
ぞ
れ
〕

特
別
の
法
律
の
留
保
を
定
め
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
の
は
、
今
日
の
政
治
に
と
っ
て
第
一
に
重
要
な
こ
と

│
財
源
の
分

（
四
九
四
）
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二
四
三

配
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
リ
ソ
ー
ス
の
配
分
と
政
治
的
重
点
の
設
定

│
が
議
会
の
手
に
委
ね
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
予
算
は
、

し
た
が
っ
て
、
経
済
的
負
担
と
国
家
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
優
遇
措
置
に
関
す
る
、
構
想
的
で
政
治
的
な
決
定
の
場
で
あ
る

（
5
）

」。

ユ
ー
ロ
救
済
措
置
に
関
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
さ
ら
に
歩
を
進
め
、
国
際
機
関
や
他
国
へ
の
財

政
的
支
援
措
置
の
た
め
の
一
般
的
な
議
会
留
保

│
予
算
法
律
の
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
る

│
を
根
拠
づ
け
た
だ
け
で
は
な
く
、
事
実
上
、

こ
れ
を
決
定
す
る
権
限
を
議
会
が
放
棄
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
。
当
該
判
決
に
よ
れ
ば
、
民
主
制
原
理
（
基
本
法
二
〇
条
一
項
お
よ
び
二
項
）

お
よ
び
議
会
制
は
、
国
際
債
務
に
つ
い
て
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
債
務
に
つ
い
て
も
、
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
が
〔
議
会
の
〕
自
己
責
任
に
基
づ
い
て

歳
入
お
よ
び
歳
出
を
決
定
す
る
場
で
あ
る
こ
と
を
要
請
す
る

（
6
）

。

「
し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
は
、
予
算
に
影
響
す
る
も
は
や
見
通
す
こ
と
が
で
き
な
い
負
担
が
、
議
会
の
事
前
の
本
質
的

同
意
な
し
に
引
き
受
け
ら
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
、
自
己
の
予
算
責
任
を
他
の
ア
ク
タ
ー
に
委
譲
す
る
こ
と
で
あ
る
（
…
）。
歳
入
・
歳
出
に
関
す
る
重
要
な
予

算
政
策
上
の
問
題
が
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
の
本
質
的
同
意
な
し
に
決
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
り
、
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
の
決
定
的
な
意
思
決
定
な
し
に
超
国
家
的

な
法
的
義
務
が
基
礎
づ
け
ら
れ
た
り
し
て
し
ま
え
ば
、
議
会
は
単
な
る
執
行
の
役
割
へ
と
堕
し
、
も
は
や
予
算
政
策
上
の
全
責
任
を
負
え
な
く
な
っ
て
し

ま
う
（
…
）。
そ
れ
ゆ
え
、
連
邦
議
会
は
、
Ｅ
Ｕ
領
域
で
は

│
基
本
法
二
三
条
二
項
に
基
づ
く
協
力
が
あ
る
と
し
て
も

│
大
規
模
な
連
邦
の
支
出
が
伴

う
連
帯
的
救
済
措
置
を
個
別
に
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
、

│
そ
の
大
規
模
な
秩
序
を
基
礎
に
〔
議
会
の
〕
予
算
権
に
と
っ
て
構
造
上
の
意

味
を
有
し
う
る

│
超
国
家
的
な
取
り
決
め
が
な
さ
れ
る
限
り
で
は
、
用
意
さ
れ
た
財
源
の
使
途
に
つ
い
て
十
分
な
議
会
の
影
響
力
の
存
在
を
確
保
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

（
7
）」。

（
四
九
五
）
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dd
）
似
た
よ
う
な
方
法
で
、
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
〔
連
邦
憲
法
裁
判
所
〕
は
、
す
で
に
一
九
九
〇
年
代
初
め
に
、
基
本
法
の
制
度
構
造
に

お
け
る
議
会
中
心
性
を
軍
事
領
域
に
も
推
し
進
め
た
。
そ
こ
で
基
本
と
な
る
、
い
わ
ゆ
る
連
邦
軍
の
域
外
派
遣
に
関
す
る
決
定
で
、
連
邦

軍
は
、「
議
会
軍
（P

aram
entsheer

）」
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ

（
8
）

、
こ
の

│
イ
ギ
リ
ス
市
民
戦
争
を
想
起
さ
せ
る

│
概
念
に
よ
り
、
連

邦
軍
は
連
邦
議
会
の
命
令
権
限
の
下
に
置
か
れ
る
。
ド
イ
ツ
は
そ
れ
を
、
海
外
で
の
武
装
戦
力
の
投
入
に
関
す
る
決
定
に
際
し
て
の
議
会

の
関
与
に
つ
い
て
の
法
律
（
議
会
関
与
法

（
9
））

に
取
り
入
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
基
本
法
の
妥
当
領
域
外
で
の
ド
イ
ツ
の
武
装
戦
力
の
投
入

が
常
に
連
邦
議
会
の
同
意
を
必
要
と
す
る
と
い
う
要
件
に
も
取
り
入
れ
た
（
議
会
関
与
法
一
条
二
項
）。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
兵
士
の

宣
誓
は
、
今
日
で
は
、
ま
さ
に
国
会
議
事
堂
（R

eichstag

）
の
前
で
行
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
議
会
の
中
心
的
役
割
が
視
覚
的
│
象

徴
的
に
も
認
知
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
連
邦
政
府
は
、
こ
の
よ
う
な
背
景
で
、
基
本
的
に
は
公
衆
の
目
に
晒
さ
れ
る
議
会
で
の
議
論
を
経
て

初
め
て
、
連
邦
軍
を
投
入
で
き
る
。
そ
の
こ
と
が
、
軍
事
力
の
投
入
の
ハ
ー
ド
ル
を
高
め
、
少
な
く
と
も
時
間
を
か
け
さ
せ
る
。
比
較
憲

法
的
観
点
か
ら
は
、
し
た
が
っ
て
、
議
会
に
対
す
る
連
邦
政
府
の
地
位
は
、
他
の
Ｅ
Ｕ
諸
国
の
政
府
〔
の
そ
れ
〕
よ
り
も
弱
い
。

ｂ
）
限
界

議
会
の
限
界
を
強
調
す
る
こ
と
も
、
他
面
で
は
、
我
々
の
政
治
シ
ス
テ
ム
の
重
心
で
あ
る
議
会
へ
の
集
中
を
強
め
る
要
素
と
な
る
。
そ

し
て
憲
法
解
釈
学
の
定
旋
律
（cantus fi rm

us

）
に
属
す
る
の
は
、
基
本
法
に
は
議
会
一
元
論
が
存
在
し
な
い
こ
と
、
お
よ
び

│
オ
ー
ス

ト
リ
ア
や
お
そ
ら
く
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
も
異
な
り

（
10
）

│
全
面
的
な
法
律
の
留
保
も
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る

（
11
）

。
一
九
七
〇
年
代
後
半

か
ら
八
〇
年
代
以
来
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
繰
り
返
し
、
以
下
の
こ
と
を
強
調
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
議
会
が
、
公
益
を
定
義
す
る

独
占
的
な
代
表
権
（A

lleinvertretungsanspruch

）
を
備
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
お
よ
び
市
民
ら
に
よ
っ
て
直
接
選
ば
れ
て
い

（
四
九
六
）



国
民
発
案
と
憲
法
裁
判
権
と
の
間
の
議
会
制
（
石
塚
）

二
四
五

る
に
も
拘
ら
ず
、
議
会
が
他
の
国
家
権
力
よ
り
も
優
れ
た
民
主
的
正
統
性
を
手
に
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
他
の
国
家
権

力
は
、
パ
ー
シ
ン
グ
〔
＝
米
陸
軍
弾
道
ミ
サ
イ
ル
〕
判
決
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
そ
の
す
べ
て
の
機
能
に
つ
い
て
…
、
異
な
っ

た
方
法
で
あ
れ
、
民
主
的
に
構
成
さ
れ
正
当
化
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
権
力
分
立
的
に
組
織
さ
れ
て
い
る

（
12
）

」。

と
り
わ
け
外
交
領
域
に
お
い
て
、
執
行
府
に
は
、
広
く
影
響
を
及
ぼ
す
決
定
、
場
合
に
よ
っ
て
は
極
め
て
重
大
な
決
定
を
行
う
排
他
的

権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る

（
13
）

。
伝
統
的
国
家
観
を
受
け
継
い
で
、
基
本
法
は
、
外
交
領
域
で
は
、
執
行
府
に
、
固
有
の
責
任
に
お
い
て
任
務

を
遂
行
す
る
広
範
な
余
地
を
付
与
し
て
い
る

（
14
）

。

「
他
国
と
の
交
渉
、
国
際
組
織
・
国
家
間
の
機
関
・
相
互
集
団
安
全
保
障
シ
ス
テ
ム
（
基
本
法
二
四
条
二
項
）
に
お
け
る
代
表
、
な
ら
び
に
ド
イ
ツ
を
対

外
的
に
代
表
す
る
際
の
国
家
全
体
の
責
任
の
確
保
は
、（
…
）
原
則
的
に
は
執
行
府
、
特
に
連
邦
政
府
の
権
限
領
域
に
割
り
振
ら
れ
る
。
外
交
活
動
が
原
則

と
し
て
執
行
府
の
権
限
領
域
に
配
分
さ
れ
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
想
定
に
基
づ
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
制
度
上
お
よ
び
長
期
に
渡
り
、
典
型
的
に
は
も
っ

ぱ
ら
政
府
が
、
変
化
す
る
外
交
状
況
に
対
し
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
し
、
責
任
を
持
っ
て
国
家
任
務
や
外
交
業
務
を
引
き
受
け
、
で
き
る
限
り
最
善
の
結

果
を
も
た
ら
す
、
人
的
、
事
項
的
お
よ
び
組
織
的
能
力
を
充
分
に
備
え
て
い
る
と
い
う
想
定
で
あ
る
（
…
）。
国
家
権
力
の
分
立
お
よ
び
均
衡
と
い
う
基
本

法
の
具
体
的
秩
序
を
覆
い
隠
し
て
、
連
邦
議
会
の
同
意
権
な
い
し
協
働
権
を
拡
張
的
に
解
釈
す
る
こ
と
は
、
対
外
的
・
安
全
保
障
政
策
上
の
連
邦
政
府
の

行
為
能
力
を
不
当
に
制
限
し
て
し
ま
い
、
機
能
適
合
的
な
国
家
権
力
の
配
分
を
損
な
う
結
果
と
な
る
（
…
）。
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
民
主
制
原
理
か
ら
導

か
れ
る
、
全
体
包
括
的
な
議
会
留
保
を
拠
り
所
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

（
15
）

」。

「
国
民
発
案
と
憲
法
裁
判
権
と
の
間
の
議
会
制
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
立
ち
戻
れ
ば
、
連
邦
政
府
に
当
て
は
ま
る
こ
と
は
、
連
邦
憲
法
裁

（
四
九
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
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号
（
二
〇
一
七
年
九
月
）

二
四
六

判
所
に
も
当
て
は
ま
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
六
条
に
基
づ
い
て
議
会
あ
る
い
は
委
員
会
が
連
邦
憲
法
裁
判
所
裁
判
官
を
選
出
す
る
こ
と

（
16
）

、

〔
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
〕
法
お
よ
び
法
律
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
（
基
本
法
二
〇
条
三
項
）
な
ら
び
に
基
本
法
に
お
い
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
が

明
示
的
な
根
拠
を
持
つ
こ
と
（
基
本
法
九
二
│
九
四
条
）
に
よ
り
、
人
的
、
事
項
的
お
よ
び
制
度
的
な
正
統
性
を
超
え
て
、
基
本
的
に
は
他

の
憲
法
機
関
に
劣
ら
な
い
民
主
的
正
統
性
の
水
準
が
、〔
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
〕
保
障
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

2
．
現
実
と
浸
食

以
上
の
よ
う
な
憲
法
の
現
状
調
査
は
、
さ
ほ
ど
牧
歌
的
に
描
く
こ
と
が
で
き
な
い
現
実
と
は
対
極
に
あ
る
。
そ
の
現
実
の
中
で
は
、
議

会
は
決
し
て
民
主
制
の
中
心
で
は
な
い
。
現
実
に
は
、
議
会
お
よ
び
議
員
は
所
々
で
圧
力
に
晒
さ
れ
て
い
る
。
教
科
書
、
コ
ン
メ
ン
タ
ー

ル
お
よ
び
論
文
に
見
ら
れ
る
、
議
会
が
民
主
制
の
中
心
で
あ
る
と
い
う
定
型
化
が
、
む
し
ろ
い
か
に
も
信
心
深
い
願
望
か
、
ま
た
は
よ
り

悪
く
は
、
空
虚
な
フ
レ
ー
ズ
に
す
ぎ
な
い
と
思
え
る
ほ
ど
で
あ
る

（
17
）

。

ａ
）
制
度
構
造
に
お
け
る
執
行
府
へ
の
事
実
上
の
加
重
性

aa
）
現
実
に
は
、
確
か
に
、
執
行
府
は
、
我
々
の
民
主
制
の
中
心
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ず
、
今
で
も
そ
う
で
は
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
お
そ
ら
く
は
、
我
々
の
政
治
シ
ス
テ
ム
の
重
心
で
あ
っ
た
し
、
今
で
も
そ
う
で
あ
る
。
執
行
府
は
、
す
で
に
そ
の
卓
越
し
た

人
的
リ
ソ
ー
ス
に
基
づ
き
、
追
随
を
許
さ
な
い
ほ
ど
の
権
限
上
の
優
位
を
、
議
会
に
対
し
て
有
し
て
い
る
。
連
邦
行
政
府
職
員

（
18
）

が
現
在

七
四
万
九
一
四
九
人
な
の
に
対
し
、
連
邦
議
会
行
政
の
〔
国
会
〕
職
員
は
全
部
で
二
六
〇
〇
人
で
あ
る
。
七
五
万
人
の
職
員
に
よ
る
方
が
、

二
六
〇
〇
人
の
職
員
に
よ
る
よ
り
も
、
ノ
ウ
ハ
ウ
へ
の
接
近
が
よ
り
よ
く
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
上
の
多
言
を
要
し
な

（
四
九
八
）



国
民
発
案
と
憲
法
裁
判
権
と
の
間
の
議
会
制
（
石
塚
）

二
四
七

い
。
執
政
府
の
卓
越
し
た
人
的
リ
ソ
ー
ス
に
よ
り
、
と
り
わ
け
、
議
会
に
帰
属
す
る
立
法
機
能
は

│
こ
の
こ
と
は
何
度
も
研
究
さ
れ
て

き
た
こ
と
だ
が

（
19
）

│
執
行
府
に
よ
っ
て
広
範
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
連
邦
議
会
に
持
ち
込
ま
れ
る
法
律
案
の
半
数
か
ら
四
分
の
三

が
連
邦
政
府
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
り

（
20
）

、
連
邦
議
会
の
中
心
か
ら
、
す
な
わ
ち
政
権
会
派
に
よ
っ
て

│
ふ
つ
う
対
立
会
派
に
よ
っ
て
で

は
な
い

│
持
ち
込
ま
れ
た
法
律
案
で
さ
え
、
通
常
は
「
場
外
プ
レ
ー
に
よ
る
も
の
で
あ
る
（über die B

ande gespielt

）」。
す
な
わ
ち
、

省
庁
で
作
成
さ
れ
、
会
派
に
よ
っ
て
持
ち
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
様
々
で
あ
る
。
連
邦
レ
ベ
ル
で
は
、
こ
の
手
続
は
し
ば
し

ば
、
第
一
ラ
ウ
ン
ド
通
過
に
お
け
る
連
邦
参
議
院
の
迂
回

（
21
）

、
ま
た
は

│
州
レ
ベ
ル
で
も
そ
う
だ
が

│
連
立
政
策
上
の
困
難
の
克
服
、

会
派
や
そ
の
主
役
た
ち
を
目
立
た
せ
る
こ
と
等
々
に
役
立
つ
。

執
行
府
は
、
予
算
を

│
法
的
拘
束
は
別
と
し
て

│
基
本
的
に
は
連
邦
政
府
の
政
策
的
規
準
に
従
っ
て
作
成
す
る
し
（
予
算
原
則
法

三
条
一
項
）、
さ
ら
に
、
緊
急
予
算
権
（
基
本
法
一
一
一
条
）
お
よ
び
超
過
支
出
や
予
算
外
支
出
の
承
認
権
限
（
基
本
法
一
一
二
条
）
を
備
え
て

い
る
。
執
行
府
は
、
し
た
が
っ
て
、
実
践
的
に
は
、
予
算
で
用
意
さ
れ
た
財
源
を
自
由
に
使
え
る
の
で
あ
り
、
あ
る
古
い
ド
イ
ツ
の
諺
で

い
え
ば
「
金
を
出
す
者
が
口
も
出
す
（w

er zahlt, schaff t an

）」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
自
己
の
有
権
者
の
た
め
に
国
家

の
財
源
に
与
ろ
う
と
す
る
議
員
も

│
控
え
め
に
表
現
し
て

│
気
分
を
良
く
す
る
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
こ
の
こ
と
は
、
消
防
祭
そ
の

他
類
似
の
も
の
の
た
め
に
使
え
る
、
州
に
お
け
る
宝
く
じ
財
源
の
利
用
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
財
源
利
用
が
、
政
府
と
そ
の

担
い
手
で
あ
る
諸
会
派
と
の
間
の
環
境
を
醸
成
す
る
た
め
の
確
か
な
道
具
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
加
え
て
、
連
邦
政
府
は
、

│
国
際
機
関
や
Ｅ
Ｕ
機
関
に
お
い
て
、
そ
し
て
他
国
に
対
し
て

│
ド
イ
ツ
を
対
外
的
に
代
表
す

る
権
限
を
備
え
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
時
代
に
お
い
て
、
そ
し
て
、
数
多
く
の
多
重
レ
ベ
ル
シ
ス
テ
ム
が
存
す
る
状

況
で

│
欧
州
諸
国
は
今
日
そ
の
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
自
律
的
決
定
が
ル
ー
ル
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
例
外
と
な
っ

（
四
九
九
）
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二
四
八

た
が

│
、
権
力
特
有
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
概
し
て
高
く
評
価
し
て
も
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
利
点
で
あ
る
。
議
会
自
身
が
対
外
政
策

的
・
欧
州
政
策
的
に
重
要
な
情
報
を

│
望
む
と
望
ま
ざ
る
と
に
拘
ら
ず

│
常
に
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
さ
れ
た
状
態
で
し
か
獲
得
し
て
お

ら
ず
、
そ
の
情
報
を
確
実
に
は
検
証
し
え
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
議
会
は
は
じ
め
か
ら
不
利
な
立
場
に
あ
る

（
22
）

。

bb
）
政
党
国
家
は
、
こ
の
所
見
を
先
鋭
化
さ
せ
る
。
ハ
ン
ス－

ペ
ー
タ
ー
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
が
す
で
に
一
九
七
〇
年
代
に
記
述
し
て
い

た
（
23
）

、
政
府
と
対
立
者
と
の
二
元
主
義
に
お
い
て
は
、
政
府
の
権
力
は
、
全
く
明
ら
か
に
次
の
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
連
邦

首
相
ま
た
は
州
政
府
首
相
が
、
党
代
表
者
（P

arteivorsitzende

）
で
も
あ
る
か
、
ま
た
は
そ
う
で
な
け
れ
ば
少
な
く
と
も
（
よ
り
大
き
な
連

立
パ
ー
ト
ナ
ー
の
）
政
党
組
織
を
自
由
に
動
か
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
彼
ら
は
、
通
常
、
そ
の
担
い
手
で
あ
る
会

派
を
縛
り
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
規
律
に
服
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
状
況
に
あ
る
。
確
か
に
、
会
派
は
、
形
式
的
に
は
、
独
立
か
つ

自
己
の
良
心
に
の
み
従
う
議
員
（
基
本
法
三
八
条
一
項
二
文
）
の
結
合
に
基
礎
を
お
く
も
の
で
あ
る

（
24
）

。
し
か
し
実
質
的
に
、
議
員
は
、
議
会

に
お
け
る
自
己
の
政
党
の
手
足
で
あ
り

（
25
）

、
政
党
は
政
党
で

│
典
型
的
に
は
党
執
行
部
（P

arteiführung

）
の
了
解
を
得
て

│
候
補
者

の
（
再
）
立
候
補
を
決
定
し
、
そ
れ
に
よ
り
議
員
の
経
済
生
活
に
つ
い
て
決
定
す
る
こ
と
も
稀
で
は
な
い
。
政
府
ポ
ス
ト
と
議
席
が
両
立

可
能
で
あ
る
こ
と
や
、
政
務
次
官
制
度

（
26
）

の
よ
う
な
促
進
シ
ス
テ
ム
、
あ
る
い
は
議
会
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
化

（
27
）

に
よ
り
、
首
相

（R
egierungschef

）
へ
の
集
中
が
さ
ら
に
促
進
さ
せ
ら
れ
る
。
会
派
の
代
表
者
ら
（F

raktionsvorsitzende

）
が

│
表
決
権
を
持
た
な
い

と
し
て
も

│
多
く
の
州
政
府
に
お
い
て
共
に
内
閣
の
机
に
就
く
こ
と
は
、
政
府
お
よ
び
議
会
の
多
数
派
が
結
局
は
政
党
と
い
う
レ
ー
ル

の
上
で
走
っ
て
い
る
と
い
う
所
見
に
、
も
う
一
つ
の
面
で
寄
与
す
る
か
も
し
れ
な
い

（
28
）

。

（
五
〇
〇
）



国
民
発
案
と
憲
法
裁
判
権
と
の
間
の
議
会
制
（
石
塚
）

二
四
九

ｂ
）
議
会
制
に
負
担
を
課
す
近
時
の
浸
食
傾
向

議
会
制
に
負
担
を
課
す
近
時
の
浸
食
傾
向
が
さ
ら
に
付
け
加
わ
る
。
そ
の
う
ち
の
二
つ
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
い
。
民
営
化
（
aa
）
と
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
あ
る
い
は
国
際
化
（
bb
）
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
、
社
会
な
ら
び
に
個
人
の
政
治
的
自
己
決
定
の
た
め
の
伝
動
装
置

（T
ransm

issionsriem
en

）
と
し
て
の
議
会
の
中
心
的
役
割
、
す
な
わ
ち
政
治
責
任
の
た
め
の

│
イ
タ
リ
ア
人
が
そ
う
呼
ぶ
よ
う
に

│

政
治
の
舵
取
り
（indirizzo politico

）
と
し
て
の
議
会
の
役
割
が
ま
す
ま
す
圧
力
下
に
お
か
れ
た
こ
と
に
寄
与
す
る
。

aa
）
一
九
八
九
／
九
〇
年
と
い
う
時
代
の
変
わ
り
目
以
来
行
わ
れ
て
い
る
民
営
化
は
、
政
治
の
影
響
力
を
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
り
議
会

の
影
響
力
を
様
々
な
方
法
で
低
下
さ
せ
て
き
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
公
共
の
福
祉
と
個
人
の
利
益
を
均
衡
さ
せ
る
と
い
う
社
会
の
能
力
も
低

下
し
た

（
29
）

。
話
題
と
な
っ
て
い
る
二
、
三
の
例
に
言
及
す
る
に
と
ど
め
る
が
、
今
や
買
い
戻
さ
れ
る
と
さ
れ
る
ベ
ル
リ
ン
水
道
局
、
航
空
安

全
（
基
本
法
八
七
ｄ
条
一
項
）
の
民
営
化
の
可
能
性
や
、
更
生
保
護
施
設
の
更
な
る
民
営
化

（
30
）

│
そ
れ
は
諸
外
国
で
は
、
営
業
利
率
が
合
う

よ
う
に
関
係
者
は
比
較
的
長
期
に
わ
た
っ
て
収
監
さ
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
た

│
を
想
起
し
て
ほ
し
い
。

さ
ら
に
、
公
行
政
に
お
け
る
人
的
削
減
は
、
省
行
政
に
お
い
て
必
要
不
可
欠
な
指
揮
任
務
を
処
理
す
る
職
員
が
も
は
や
ほ
と
ん
ど
い
な

く
な
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
そ
れ
は
一
定
程
度
議
会
に
負
担
を
課
す
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
金
融
市
場
安
定
化
法

（F
M

S
tG

, F
M

S
tE

G

）
を
作
成
し
た
の
は
、
フ
レ
ッ
シ
ュ
フ
ィ
ー
ル
ズ
〔
・
ブ
ル
ッ
ク
ハ
ウ
ス
・
デ
リ
ン
ガ
ー
法
律
事
務
所
〕
と
い
う
イ

ギ
リ
ス
の
大
規
模
法
律
事
務
所
で
あ
り
、
本
来
そ
の
権
限
を
与
え
ら
れ
た
連
邦
財
務
省
で
は
な
い
。
州
レ
ベ
ル
で
も
、
同
じ
よ
う
な
事
例

が
存
在
す
る
。
確
か
に
、
弁
護
士
事
務
所
の
投
入
も
個
々
の
事
例
で
は
重
要
と
な
り
う
る
が
、
し
か
し
、
民
主
的
法
治
国
お
よ
び
公
益
に

縛
ら
れ
た
省
行
政
を
、
自
己
の
活
動
の
商
業
的
成
果
に
（
も
）
不
可
避
的
に
関
心
を
持
つ
弁
護
士
ら
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
広
範
に
代
用

す
る
こ
と
は
機
能
障
害
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、

│
計
画
法
と
同
様
に

│
少
な
く
と
も
、
議
会
が
政
府
の
法
案
提
出
を
目
に
見
え
て

（
五
〇
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
七
年
九
月
）

二
五
〇

よ
り
徹
底
的
に
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
が
、
し
か
し
、
議
会
は
、
そ
の
よ
う
な
検
証
に
つ
い
て
、
政
治
的
、
組
織
的
か
つ
人
的

に
、
限
定
的
に
し
か
用
意
が
な
く
、
可
能
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
31
）

。

bb
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
と
国
際
化
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
の
議
会
制
へ
の
影
響
は
、
次
の
よ
う
に
簡
明
的
確
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
敗
者
は
国
内
議
会
で
あ
る

（
32
）

」。
な
か
で
も
欧
州
統
合
が
も
た
ら
す
の
は
、
ま
す
ま
す
多
く
の
立
法
権
限
が
Ｅ
Ｕ
に
移
る
こ
と
で
あ
る
。

Ｅ
Ｕ
理
事
会
に
参
加
す
る
の
は
、
連
邦
政
府
で
あ
っ
て
、
議
会
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
連
邦
政
府
は
こ
こ
で
も
「
場
外
で
プ
レ
ー
し
て
お

り
」、
連
邦
政
府
が
国
内
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
貫
徹
し
え
な
い
よ
う
な
企
図
が
、

│
連
邦
議
会
お
よ
び
連
邦
参
議
院
な
ら
び
に
公
衆
を

素
通
り
し
て

│
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
レ
ベ
ル
で
も
た
ら
さ
れ
る
。〔
そ
の
こ
と
に
対
す
る
〕
対
抗
措
置
の
試
み
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
基
本
法

二
三
条
二
項
か
ら
六
項
ま
で
の
条
項
、
統
合
責
任
法
（IntV

G

）、
Ｅ
Ｕ
事
項
に
お
け
る
連
邦
政
府
と
連
邦
議
会
と
の
協
働
に
関
す
る
法

（E
uZ

B
B
G

）
お
よ
び
同
法
一
二
条
に
基
づ
く
取
り
決
め
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
試
み
は
、
そ
の
上
さ
ら
に
、
連
合
法
上
、
欧
州
連
合
条
約

一
二
条
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
国
内
議
会
の
役
割
に
つ
い
て
の
議
定
書
、
お
よ
び
補
完
性
原
則
や
比
例
原
則
の
適
用
に
つ
い
て
の
議
定
書
に

よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
欧
州
安
定
化
メ
カ
ニ
ズ
ム
（E

S
M

）
や
ユ
ー
ロ
プ
ラ
ス
協
定
（E

uro-P
lus-P

akt （
33
））

の
事
例
が
示
し
て

い
る
の
は
、
こ
こ
で
は
要
請
と
実
態
と
の
間
で
な
お
相
当
大
き
な
裂
け
目
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
裂
け
目
を
閉
じ
る
こ
と
は
、

今
後
数
年
の
大
き
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。

ｃ
）
法
学
の
認
識
不
足
と
摂
取
不
足

も
と
よ
り
、
法
学
は
こ
の
所
見
を
、
ほ
と
ん
ど
反
映
さ
せ
て
い
な
い
。
法
学
は
今
日
ま
で
、
政
治
学
、
社
会
学
、
経
済
学
（
こ
れ
が
お

よ
そ
何
ら
か
の
洞
察
を
得
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
で
あ
る
が
）
お
よ
び
他
の
領
域
に
お
い
て
経
験
的
に
獲
得
さ
れ
た
洞
察
を
摂
取
す
る
た
め

（
五
〇
二
）



国
民
発
案
と
憲
法
裁
判
権
と
の
間
の
議
会
制
（
石
塚
）

二
五
一

の
方
法
を
発
展
さ
せ
、
法
学
の
近
隣
領
域
に
対
す
る
接
続
可
能
性
を
確
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
法
は
そ
の
限
り
で
ま
だ
、
現

実
の
所
見
、
す
な
わ
ち
ザ
イ
ン
（
存
在
）
と
ゾ
レ
ン
（
当
為
）
と
の
間
の
不
一
致
を
適
切
に
処
理
す
る
、
確
か
な
道
具
を
知
ら
な
い
。
そ

の
限
り
で
、
い
わ
ゆ
る
新
行
政
法
学

（
34
）

は
、
こ
こ
で
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
国
法
上
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
は
あ
ま
り
関
わ
り
が
な
い
と
し

て
も
、
い
ず
れ
に
せ
よ
急
所
を
突
く
も
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
法
学
に
単
な
る
「
適
用
に
関
す
る
解
釈
学
」
以
上
も
の
で
あ

る
こ
と
を
要
請
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ガ
バ
ナ
ン
ス
研
究
も
、（
ま
だ
）
と
り
と
め
の
な
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
規
律
構
造
に
集
中
す

る
こ
と
で
重
要
な
点
を
と
ら
え
、〔
こ
こ
で
〕
語
ら
れ
た
法
学
の
不
足
を
克
服
す
る
た
め
の
重
要
な
架
け
橋
と
な
り
う
る
か
も
し
れ
な
い

（
35
）

。

Ⅲ
．
代
表
民
主
制
の
代
用
と
し
て
で
は
な
く
、
部
分
的
補
充
と
し
て
の
国
民
立
法

1
．
総
論

基
本
法
二
〇
条
二
項
二
文
が
規
定
す
る
の
は
、
国
家
権
力
が
、
選
挙
と
投
票
の
中
で
国
民
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う

見
れ
ば
、
投
票
へ
の
言
及
に
よ
り
、
基
本
法
の
直
接
民
主
制
的
な
手
段

│
基
本
法
二
九
条
〔
連
邦
領
域
の
再
編
成
〕、
一
一
八
条
〔
南

西
諸
州
の
再
編
成
〕、
一
一
八
ａ
条
〔
ベ
ル
リ
ン
お
よ
び
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
の
再
編
成
〕、
一
四
六
条
〔
基
本
法
の
妥
当
期
間
〕

│
が

「
一
括
り
に
し
て
（vor die K

lam
m
er

）」
引
き
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、
基
本
法
七
九
条
三
項
に
よ
っ
て
守
ら
れ
る
基
本
法
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
核
心
が
侵
害
さ
れ
る
場
合
か
、
あ
る
い
は
州
の
再
編
成
が
な
さ
れ
る
場
合
で
は
な
け
れ
ば
、
国
民
発
案
は
連
邦
レ
ベ
ル
で
は

こ
れ
ま
で
予
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
現
行
憲
法
（de constitutione lata

）
下
で
は
、
国
民
発
案
は
、
議
会
制
を
圧
力
下

に
お
く
も
の
と
し
て
は
、
適
切
な
も
の
で
も
な
い
。

州
レ
ベ
ル
で
も
、
事
は
そ
れ
ほ
ど
異
な
ら
な
い
。
確
か
に
、
州
レ
ベ
ル
で
は
直
接
民
主
制
の
多
く
の
経
験
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は

（
五
〇
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
七
年
九
月
）

二
五
二

も
う
長
い
こ
と
バ
イ
エ
ル
ン
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
バ
イ
エ
ル
ン
に
お
い
て
も
、
こ
こ
六
六
年

│
す
で
に

そ
れ
だ
け
長
い
こ
と
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
は
妥
当
し
て
い
る
の
だ
が

│
の
州
民
発
案
の
経
験
は
、
見
通
し
う
る
数
に
収
ま
っ
て
い
る
。

一
九
四
六
年
以
来
、
州
議
会
が
四
桁
の
分
野
で
法
律
を
通
過
さ
せ
て
い
る
間
に
、
許
容
さ
れ
た
州
民
発
案
（V

olksbegehren

）
は
一
八
回
、

州
民
投
票
（R

eferendum

）
は
九
回
、
州
民
表
決
（V

olksentscheid

）
は
六
回
行
わ
れ
た
。
ハ
ー
ド
ル
が
多
す
ぎ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い

が
、
州
民
発
案
と
州
民
表
決
の
組
織
は
非
常
に
労
力
が
か
か
る
の
で
、
そ
れ
は
議
会
立
法
に
と
っ
て
の
真
剣
な
競
合
物
と
し
て
は
初
め
か

ら
問
題
外
で
あ
る
。
提
案
・
許
容
定
足
数
、
官
庁
で
の
署
名
収
集
（A

m
tsstubensam

m
lung

）
の
要
件
お
よ
び
時
間
的
制
限
に
よ
り
、
州

民
が
事
の
成
り
行
き
に
基
本
的
に
同
意
し
て
い
る
場
合
に
は
、
彼
ら
が
容
易
に
は
動
員
さ
せ
ら
れ
な
い
よ
う
に
な
る
。
そ
の
こ
と
は
と
り

わ
け
、
必
要
な
署
名
数
を
満
た
さ
ず
に
成
立
し
な
か
っ
た
国
民
発
案
の
数
の
多
さ
が
示
し
て
い
る
。

2
．
機
能
条
件

そ
れ
に
加
え
て
、
そ
の
経
験
が
示
す
の
は
、
直
接
民
主
制
の
限
定
的
可
能
性
が
あ
る
程
度
支
障
な
く
代
表
シ
ス
テ
ム
と
並
ん
で
定
着
し

う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（
36
）

。

「
代
表
的
│
プ
レ
ビ
シ
ッ
ト
的
」
民
主
制
へ
の
基
本
決
定
か
ら
生
じ
る
の
は
、
第
一
に
国
民
意
思
形
成
と
議
会
意
思
形
成
と
の
同
格
性
、

な
ら
び
に
議
会
立
法
お
よ
び
国
民
立
法
の
方
法
で
可
決
さ
れ
た
法
律
の
機
能
的
対
等
性
で
あ
る

（
37
）

。
議
会
に
よ
っ
て
可
決
さ
れ
た
法
律
と
、

国
民
に
よ
っ
て
可
決
さ
れ
た
法
律
は
、
し
た
が
っ
て
同
格
で
あ
る
。
す
べ
て
の
州
憲
法
裁
判
所
の
確
立
し
た
判
決
も
、〔
そ
の
点
で
は
〕

一
致
し
て
い
る

（
38
）

。
国
民
が
制
定
し
た
法
律
に
は
、
特
に
高
め
ら
れ
た
存
続
力
が
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
法
律
は
、
州
議
会
が

制
定
し
た
法
律
と
同
じ
よ
う
に
、

│
国
家
実
践
が
示
し
て
い
る
が

│
議
会
法
律
に
よ
っ
て
す
ぐ
に
改
正
さ
れ
う
る

（
39
）

。
例
え
ば
、
い
わ

＊
1

＊
2

（
五
〇
四
）



国
民
発
案
と
憲
法
裁
判
権
と
の
間
の
議
会
制
（
石
塚
）

二
五
三

ゆ
る
正
書
法
改
正
は
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
│
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
で
は
一
九
九
八
年
九
月
二
七
日
に
行
わ
れ
た
州
民
表
決
に
よ
り
拒
絶
さ
れ
、

次
の
こ
と
が
法
律
で
定
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、「
州
民
の
中
で
長
ら
く
承
認
さ
れ
、
納
入
可
能
な
書
籍
の
大
多
数
に
お
い
て
使
用
さ
れ

て
い
る
」、「
一
般
的
に
慣
例
の
」
正
書
法
が
教
授
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る

（
40
）

。
こ
の
規
定
は
、
わ
ず
か
九
か
月
後
に
州
議
会

の
制
定
し
た
法
律
に
よ
り
、
一
九
九
九
年
九
月
二
一
日
に
再
び
廃
止
さ
れ
た

（
41
）

。
こ
れ
に
対
し
て
提
起
さ
れ
た
憲
法
異
議
は
、
州
民
表
決
の

結
果
が
同
一
立
法
期
に
再
び
取
り
消
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
は
ず
だ
と
主
張
し
た
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
受
理
し
な
か
っ
た

（
42
）

。
同
じ
よ
う

な
出
来
事
は
、
自
由
ハ
ン
ザ
同
盟
都
市
ハ
ン
ブ
ル
ク
か
ら
も
報
告
さ
れ
る

（
43
）

。
そ
こ
で
は
、
市
議
会
が
州
民
表
決
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
選

挙
法
を
再
び
修
正
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
し
た
が
っ
て
、
後
法
〔
は
前
法
を
破
る
〕
の
原
則
が
、
議
会
制
と
直
接
民
主
制
と
の

整
序
さ
れ
た
並
立
〔
関
係
〕
を
も
た
ら
す
。
そ
の
こ
と
は
、
い
か
な
る
州
民
表
決
に
際
し
て
も
、
議
会
は
代
替
案
を
表
決
に
付
す
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
規
定
に
も
当
て
は
ま
る
（
例
え
ば
、
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
七
四
条
四
項
）。

問
題
は
せ
い
ぜ
い
、
国
民
発
案
に
有
利
に
な
る
よ
う
な
遮
断
作
用
が
、
存
在
し
う
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ

る
が
、
し
か
し
事
の
性
質
上
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
44
）

。
な
ぜ
な
ら
、
遮
断
作
用
は
、
相
応
の
保
護
必
要
性
が
な
い
に
も
拘
ら
ず
、

代
表
民
主
制
の
優
勢
を
疑
問
に
付
す
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
議
会
多
数
派
の
操
作
の
試
み
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
、

次
の
選
挙
に
お
い
て
制
裁
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
45
）

。

3
．
評
価

国
民
発
案
は
、
単
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
挑
戦
や
透
明
性
に
欠
け
る
権
力
状
況
の
圧
力
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
を
阻
止
す
る
よ
う
に
作
用
し
、

そ
の
こ
と
に
よ
り
受
容
が
確
保
さ
れ
う
る
だ
け
で
は
な
い

（
46
）

。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
国
民
発
案
は
、
政
党
国
家
的
意
思
形
成
の
合
理
性
の

＊
3

（
五
〇
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
七
年
九
月
）

二
五
四

言
い
な
り
に
は
な
ら
な
い
（
そ
れ
が
可
能
と
な
る
）
こ
と
で
、
執
行
府
の
権
力
増
大
を
も
相
対
化
さ
せ
る

（
47
）

。

し
か
し
、
国
民
発
案
は
、
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
コ
ス
ト
か
ら
す
れ
ば
、
議
会
制
の
代
替
物
で
は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
部
分
的
な
補
充
す
ぎ

な
い
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
国
民
発
案
は
、
経
験
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
議
会
制
に
挑
戦
す
る
も
の
で
は
な
く
、
議
会
制
を
安

定
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ン
ド
ル
フ
原
子
力
発
電
所
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
原
子
力
利
用
に
関
す
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム

は
、
こ
こ
で
は
喫
煙
禁
止
に
関
す
る
バ
イ
エ
ル
ン
の
問
題
と
同
様
に
、
例
と
し
て
役
立
つ
だ
ろ
う
。
州
議
会
は
、〔
喫
煙
禁
止
を
〕
繰
り

返
し
計
画
し
た
も
の
の
満
足
す
る
結
果
を
得
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
規
制
の
是
認
に
よ
っ
て
も
事
態
は
収

束
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
二
〇
一
〇
年
に
国
民
は
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。
今
や
禁
煙
は
オ
ク
ト
ー
バ
ー
・
フ
ェ
ス
ト
に
お
い
て
す
ら
機

能
し
て
い
る
、
と
。

Ⅳ
．
憲
法
裁
判
権

│
「
誰
が
番
人
の
番
人
か
？
」
と
い
う
永
遠
の
問
題

1
．
総
論

マ
ー
ベ
リ
ー
対
マ
デ
ィ
ソ
ン

（
48
）

以
来
、
民
主
制
の
多
数
決
原
理
と
、
裁
判
に
よ
る
法
律
の
統
制
と
の
間
に
は
緊
張
関
係
が
存
在
す
る
。
そ

の
問
題
は
、
憲
法
裁
判
権
と
同
じ
だ
け
古
く
、
そ
し
て
政
治
が
法
に
よ
っ
て
縛
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
カ
ン
ト
の
命
題

（
49
）

を
真
剣

に
捉
え
る
以
上
は
、
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。
そ
の
際
、
も
ち
ろ
ん
数
多
く
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
り
、
そ
れ
は
フ
ラ

ン
ス
憲
法
院
の
国
民
可
決
法
律
に
対
す
る
統
制
の
放
棄

（
50
）

か
ら
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
の
政
治
問
題
の
法
理
や
司
法
の
抑
制

（
51
）

ま
で
様
々
で

あ
る
。

我
が
国
で
は
そ
う
で
は
な
く
、
実
体
法
的
に
刻
印
さ
れ
た
憲
法
理
解
に
基
づ
い
て
立
法
者
の
余
地
を
保
持
す
る
試
み
が
な
さ
れ
る
。
立

（
五
〇
六
）
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二
五
五

法
者
の
余
地
は
、
評
価
・
予
測
の
余
地
か
ら
、
基
本
権
衝
突
を
解
決
す
る
際
の
形
成
の
余
地
を
経
て
、
過
少
保
護
禁
止
を
内
容
形
成
す
る

際
の
具
体
化
余
地
に
及
ぶ
。
共
同
決
定
判
決

（
52
）

以
来
、
判
例
は
、
次
の
よ
う
な
段
階
化
さ
れ
た
統
制
密
度
を
用
い
て
い
る
。
そ
れ
は
基
本
権

干
渉
の
強
度
に
よ
っ
て
、
明
白
性
の
統
制
か
ら
、
主
張
可
能
性
の
統
制
を
経
て
、
厳
格
な
内
容
統
制
へ
と
至
る
。
一
九
九
〇
年
代
に
は
、

判
例
は
、
こ
の
段
階
化
を
平
等
原
則
の
適
用
領
域
に
ま
で
借
用
し
た
。
あ
る
差
別
化
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
よ
り
密
接
に
人
と
関
連
し

（personenbezogen
）、
そ
れ
が
基
本
法
三
条
二
項
お
よ
び
三
項
で
「
禁
じ
ら
れ
た
」
差
別
化
規
準
に
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど
、
今
日
統
制

密
度
は
よ
り
厳
格
と
な
る

（
53
）

。
実
体
法
的
規
準
が
結
局
役
立
た
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
プ
ロ
セ
ス
化
へ
と
転
調
す
る

（
54
）

。
そ
れ
も
、
立
法
者
へ
の

圧
力
が
大
き
く
な
り
す
ぎ
な
い
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
緊
張
状
態
を
扱
う
正
し
い
や
り
方
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
こ
れ
ま
で
の
道
に
従
う
も
の
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
や
り
方
は
、
政
治
を
「
司
法
化
」
す
る
傾
向
に
あ
る
ド
イ
ツ
特
有
の
傾
向
か
ら
の
帰
結
な
の
で
あ
る
。
こ
の

傾
向
は
、
そ
の
根
源
を
す
で
に
旧
帝
国
〔
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
〕
の
経
験
に
有
し
て
お
り
、
当
時
、
帝
国
最
高
法
院
や
帝
国
宮
内
法
院
の
役

割
の
中
に
明
ら
か
に
表
れ
て
い
た
。〔
そ
の
傾
向
を
〕
一
層
深
く
刻
み
つ
け
た
の
は
、
一
九
世
紀
に
お
け
る
法
治
国
家
の
ド
イ
ツ
特
有
の

誕
生
だ
ろ
う

（
55
）

。
そ
の
法
治
国
家
は
、
法
律
の
優
位
と
留
保
に
よ
り
、
市
民
層
に
民
主
制
の
放
棄
を
我
慢
さ
せ
、
法
と
裁
判
所
に
よ
る
紛
争

解
決
へ
の
我
々
の
「
信
仰
」
に
、
徐
々
に
、
疑
似
宗
教
的
な
荘
厳
さ
を
授
け
た
。
ド
イ
ツ
の
民
主
制
は
、
ま
さ
に
議
会
に
お
け
る
政
治
的

多
数
を
求
め
る
戦
い
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
裁
判
所
、
特
に
憲
法
裁
判
権
の
助
力
に
よ
る
問
題
の
克
服
で
も
あ
る
。

2
．
憲
法
裁
判
権
は
議
会
を
強
化
す
る

し
か
し
こ
こ
で
も
、
議
会
制
の
反
対
者
だ
と
誤
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
者
〔
連
邦
憲
法
裁
判
所
〕
が
、
よ
り
詳
し
く
見
れ
ば
、
議
会
制

＊
4

（
五
〇
七
）
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五
六

を
支
え
て
い
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
そ
の
点
で
は
、
連
邦
議
会
の
最
大
の
「
フ
ァ
ン
」
で
あ
り
、
繰
り
返
し
議
会
を
中
心
に
据
え
よ

う
と
し
て
き
た
。
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
判
決
は
、
Ｅ
Ｕ
へ
の
権
限
委
譲
に
よ
っ
て
生
じ
た
権
限
の
浸
食
が
、
統
合
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
十
分
に
明

確
な
内
容
形
成
に
よ
っ
て
埋
め
合
わ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
を
採
用
し

（
56
）

、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
逮
捕
状
に
つ
い
て
の
判
決

は
、
Ｅ
Ｕ
法
の
国
内
法
化
の
た
め
に
残
さ
れ
た
余
地
に
対
す
る
議
会
の
責
任
を
強
調
し
た

（
57
）

。
リ
ス
ボ
ン
判
決
は
、
特
に
連
邦
議
会
の
統
合

責
任
を
浮
き
彫
り
に
し
た

（
58
）

。
一
方
で
、〔
連
邦
憲
法
〕
裁
判
所
は
、
ギ
リ
シ
ャ
救
済
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
金
融
安
定
化
メ
カ
ニ
ズ
ム

（E
F
S
F （

59
））、

特
別
委
員
会
（S

ondergrem
ium （

60
））、

欧
州
安
定
化
メ
カ
ニ
ズ
ム
条
約
（E

S
M

V

）
や
ユ
ー
ロ
プ
ラ
ス
協
定
（E

P
P （

61
））

の
作
成
へ
の

連
邦
議
会
の
関
与
、
な
ら
び
に
欧
州
安
定
化
メ
カ
ニ
ズ
ム
（E

S
M （

62
））

に
つ
い
て
の
諸
判
決
で
、
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
の
予
算
政
策
上
の
全
体

責
任
を
、
何
度
も
、
議
会
自
体
が
す
る
よ
り
も
情
熱
的
に
擁
護
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
議
会
が
民
主
制
の
中
心
で
あ
る
と
い
う
キ

ル
ヒ
ホ
フ
の
理
想
を
保
持
し
安
定
さ
せ
よ
う
と
す
る
力
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
で
あ
る
。

Ⅴ
．
要
約
と
評
価

直
接
民
主
制
も
憲
法
裁
判
権
も
、
議
会
の
競
合
相
手
で
は
な
い
。
個
々
の
表
決
や
判
決
に
つ
い
て
争
い
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
結

果
と
し
て
ど
ち
ら
の
存
在
も
議
会
制
の
安
定
化
お
よ
び
促
進
を
も
た
ら
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
が
計
画
通
り
に
進
め
ば
そ
う
な
る

だ
ろ
う
。
憲
法
裁
判
権
に
目
を
向
け
れ
ば
、
む
し
ろ
そ
の
配
慮
が
行
き
過
ぎ
て
い
な
い
か
、
議
会
の
機
能
を
充
足
し
な
い
こ
と
を
も
議
会

の
政
治
的
裁
量
と
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
る
。
し
か
し
、
議
会
制
は
自
己
目
的
で
は
な
く
、
憲
法
に

よ
っ
て
定
着
し
た
、
行
使
さ
れ
る
べ
き
国
家
機
能
で
あ
る
。
す
で
に
基
本
法
の
国
家
が
自
己
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
を
目
的

と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
な
お
さ
ら
、
こ
の
こ
と
は
基
本
法
の
議
会
制
に
も
妥
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
五
〇
八
）
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二
五
七

【
訳
者
解
題
】　

冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
、
本
稿
は
、
二
〇
一
三
年
一
〇
月
一
日
に
、
日
本
大
学
で
ペ
ー
タ
ー
・
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
フ
ー

バ
ー
教
授
が
行
っ
た
特
別
講
義
の
際
に
用
い
た
論
文
を
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
文
は
、
二
〇
一
二
年
五
月
一
一
日
に
シ
ュ
パ
イ

ヤ
ー
行
政
大
学
院
大
学
で
行
わ
れ
た
、
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
・
マ
ギ
エ
ラ
教
授
古
稀
記
念
研
究
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
価
値
共
同
体
と
し
て
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
」
で
の
議
論
を
ま
と
め
た
以
下
の
書
籍
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。
独
語
論
文
名
・
所
収
は
、P

arlam
entarism

us 

zw
ischen V

olksbegehren und V
erfassungsgerichtsbarkeit, in: N

iedobitek/S
om

m
erm

ann 

（H
rsg.

）, D
ie E

uropäische 

U
nion als W

ertegem
einschaft, 2013, S

. 255 ff 

で
あ
る
。
な
お
、
当
日
お
話
に
な
っ
て
い
な
い
部
分
も
含
め
、
講
義
の
際
に
扱
わ
れ

た
論
文
全
体
を
訳
出
し
て
い
る
。
読
者
の
便
宜
の
た
め
、
幾
つ
か
訳
注
を
付
し
て
あ
る
。

著
者
の
ペ
ー
タ
ー
・
Ｍ
・
フ
ー
バ
ー
教
授
（
一
九
五
九
年
│
）
は
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
に
て
ペ
ー
タ
ー
・
バ
ド
ゥ
ー
ラ
教
授
（
一
九
三
四

年
│
）
の
下
で
、
博
士
論
文
お
よ
び
教
授
資
格
請
求
論
文
を
執
筆
し
た
。
一
九
九
一
年
に
、
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
大
学
で
公
法
の
教
授

（C
3

）
に
任
用
さ
れ
た
の
ち
、
イ
ェ
ー
ナ
大
学
に
、
国
家
法
・
行
政
法
等
の
講
座
教
授
と
し
て
招
聘
さ
れ
た
。
一
九
九
四
年
か
ら

一
九
九
六
年
ま
で
、
イ
ェ
ー
ナ
大
学
法
学
部
長
を
務
め
る
。
二
〇
〇
〇
年
に
ラ
イ
プ
チ
ヒ
で
行
わ
れ
た
ド
イ
ツ
国
法
学
者
大
会
で
、
欧
州

お
よ
び
国
家
の
憲
法
を
テ
ー
マ
に
報
告
を
行
っ
た
。
二
〇
〇
一
年
に
、
バ
イ
ロ
イ
ト
大
学
の
公
法
お
よ
び
欧
州
統
合
法
の
講
座
教
授
と
し

て
招
聘
さ
れ
た
（
Ｗ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
＝
グ
レ
ー
ザ
ー
の
後
任
）。
そ
し
て
、
二
〇
〇
二
年
に
は
、
公
法
お
よ
び
国
家
哲
学
の
講
座
教
授
と
し
て
、

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
に
招
聘
さ
れ
た
（
ペ
ー
タ
ー
・
バ
ド
ゥ
ー
ラ
の
後
任
）。
そ
の
職
務
の
傍
ら
、
二
〇
〇
九
年
か
ら
約
一
年
間
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ

ン
州
内
務
大
臣
を
務
め
、
二
〇
一
〇
年
か
ら
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
の
裁
判
官
を
務
め
て
い
る
。
主
に
欧
州
に
関
連
す
る
事
件

（
例
え
ば
、
欧
州
安
定
化
制
度
に
関
す
る
諸
裁
判
）
の
主
任
裁
判
官
を
務
め
る
。
さ
ら
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
裁
判
官
に
任
用
さ
れ
た
後
も
、

精
力
的
に
執
筆
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
ま
た
、
フ
ー
バ
ー
教
授
は
、
直
接
民
主
制
（
的
制
度
）
に
対
し
て
肯
定
的
・
積
極
的
態
度
を

（
五
〇
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
七
年
九
月
）

二
五
八

示
し
て
お
り
、
二
〇
〇
六
年
か
ら
二
〇
一
二
年
ま
で
、
ド
イ
ツ
の
公
益
団
体
で
あ
るM

ehr D
em

okratie

（
直
訳
だ
と
「
よ
り
多
く
の
民
主

制
」）
の
理
事
も
務
め
て
い
る
。
同
団
体
は
、
直
接
民
主
制
（
的
制
度
）
や
市
民
の
政
治
参
加
、
さ
ら
に
ド
イ
ツ
・
Ｅ
Ｕ
の
選
挙
法
改
革
を

指
向
し
て
い
る
。
本
論
文
の
議
論
も
、
そ
の
こ
と
と
大
き
く
関
連
し
て
い
る
。

本
論
文
は
、
国
内
議
会
が
、
憲
法
上
な
い
し
学
説
に
お
い
て
は
、
民
主
制
の
中
心
で
あ
り
な
が
ら
、
現
実
に
は
様
々
な
圧
力
に
晒
さ
れ

て
、
危
機
に
瀕
し
て
い
る
こ
と
を
出
発
点
と
す
る
。
そ
の
圧
力
と
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
対
外
的
に
は
Ｅ
Ｕ
、
対
内
的
に
は
執
行
府
に
よ

る
法
律
案
作
成
お
よ
び
そ
の
裏
で
活
動
す
る
法
律
事
務
所
等
（
民
営
化
）
な
ど
で
あ
る
。
近
時
し
ば
し
ば
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
権
限
拡

張
が
政
治
領
域
を
浸
食
し
て
い
る
と
し
て
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
は
、
安
章
浩
「
西
ド
イ
ツ
に

お
け
る
近
代
立
憲
主
義
確
立
の
政
治
過
程
」
尚
美
学
園
大
学
総
合
政
策
論
集
二
二
号
〔
二
〇
一
六
年
〕
五
七
頁
以
下
参
照
）。
Ｍ
・
イ
ェ
シ
ュ
テ
ッ
ト

（
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
）、
Ｏ
・
レ
プ
ジ
ウ
ス
（
バ
イ
ロ
イ
ト
大
学
）、C

h

・
メ
ラ
ー
ス
（
ベ
ル
リ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
）、C

h

・
シ
ェ
ー
ン
ベ

ル
ガ
ー
（
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
大
学
）
ら
が
二
〇
一
一
年
に
執
筆
し
た
、D

as entgrenzte G
ericht: E

ine kritische B
ilanz nach sechzig 

Jahren B
undesverfassungsgericht

（
邦
訳
と
し
て
、
鈴
木
秀
美
ほ
か
監
訳
『
越
境
す
る
司
法
│
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
光
と
影
』
二
〇
一
四

年
）
が
典
型
的
で
あ
る
。
ま
た
、
直
接
民
主
制
が
議
会
を
圧
迫
す
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
。
し
か
し
、
フ
ー
バ
ー
教
授
は
、
こ
れ
に
与
さ

な
い
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
本
質
性
理
論
や
議
会
留
保
を
用
い
て
、
Ｅ
Ｕ
や
執
行
府
に
対
し
て
議
会
権
限
を
実
質
的
に
維
持
す
る
こ
と

に
貢
献
し
て
き
た
し
、
国
民
や
州
民
に
よ
る
立
法
（
発
案
〔Initiative/B

egehren

〕、
表
決
〔E

ntschied

〕、
投
票
〔R

eferendum

〕）
は
、
そ

れ
が
議
会
制
民
主
主
義
を
代
替
す
る
こ
と
は
な
い
に
せ
よ
、
そ
れ
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
、
ま
た
執
行
府
や
民
間
の
専
門
機
関

に
よ
る
立
法
機
能
の
代
替
に
対
抗
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
フ
ー
バ
ー
教
授
は
、
事
実
上
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
や
直

接
民
主
政
が
、
議
会
な
い
し
議
会
制
民
主
主
義
の
支
援
者
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
が
そ
う
で
あ
り
う
る
し
、
今

（
五
一
〇
）



国
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二
五
九

そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
う
あ
る
べ
き
な
の
か
、
今
後
も
そ
う
な
の
か
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
と
も
あ
れ
、
民
主
制
の
中
心
に
あ
る

は
ず
の
議
会
の
役
割
は
、
見
落
と
さ
れ
が
ち
で
あ
り
、
そ
の
実
質
化
を
図
る
実
践
的
方
途
は
、
一
つ
で
は
な
い
。
フ
ー
バ
ー
教
授
は
、
連

邦
憲
法
裁
判
所
を
批
判
す
る
と
い
う
形
で
、
い
わ
ば
そ
の
陰
画
と
し
て
、
議
会
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
る
や
り
方
に
与
さ
ず
、
連
邦

憲
法
裁
判
所
自
身
が
議
会
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
さ
ら
に
、
民
主
的
正
統
性
の
源
泉
た
る
国
民
・
州
民
か

ら
政
治
的
意
思
を
吸
い
上
げ
る
直
接
民
主
的
手
法
を
積
極
的
に
評
価
す
る
こ
と
で
、
や
せ
細
っ
た
議
会
に
再
び
活
力
を
与
え
よ
う
と
す
る
。

本
論
文
は
、
民
主
的
正
統
性
を
め
ぐ
る
構
図
に
新
た
な
視
覚
を
与
え
、
そ
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
を
提
供
す
る
点
で
、
注
目
に
値
す
る
。

訳
語
に
つ
い
て
は
、V

olksbegehren

（
国
民
発
案
）
が
問
題
で
あ
っ
た
。
本
論
文
で
は
、
フ
ー
バ
ー
教
授
が
バ
イ
エ
ル
ン
州
を
規
準
に

執
筆
さ
れ
て
い
た
た
め
、V

olksinitiative

（
国
民
発
案
）
が
登
場
し
な
か
っ
た
が
、
州
に
よ
っ
て
は
、
成
立
要
件
（
例
え
ば
署
名
数
）
が
緩

や
か
なV

olksinitiative

が
、V

olksbegehren

に
前
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
し
、V

olksbegehren

の
手
続
の
う
ち
、
①
（
提
案
・

許
容
数
の
）
署
名
収
集
か
ら
②
提
案
ま
で
を
指
し
て
、V

olksinitiative

と
呼
ぶ
場
合
も
あ
る
（
訳
注
＊
2
参
照
）。
一
般
に
、

V
olksinitiative

を
国
民
発
案
、V

olksbegehren
を
国
民
請
願
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、V

olksbegehren

を
広
く
国
民

発
案
と
訳
す
こ
と
に
し
た
。

末
筆
で
は
あ
る
が
、
論
文
の
翻
訳
と
特
別
講
義
当
日
の
通
訳
を
訳
者
が
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
甲
斐
素
直
教
授
の
紹
介
に
よ
る
も

の
で
あ
り
、
本
稿
の
刊
行
に
当
た
っ
て
も
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
ま
た
、
論
文
の
翻
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
小
山
剛
教
授
の
ご
指
導
を
賜

り
、
不
明
な
点
に
つ
い
て
は
、
当
日
フ
ー
バ
ー
教
授
ご
自
身
か
ら
も
ご
指
導
を
賜
っ
た
。
お
世
話
に
な
っ
た
先
生
方
に
、
記
し
て
感
謝
申

し
上
げ
る
。
最
後
に
、
諸
事
情
に
よ
り
刊
行
が
遅
れ
た
こ
と
に
つ
き
、
フ
ー
バ
ー
教
授
に
は
お
詫
び
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

（
五
一
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
七
年
九
月
）

二
六
〇

〔
訳
注
＊
1
〕：
バ
イ
エ
ル
ン
で
は
、
州
民
投
票
は
、
州
議
会
に
よ
る
憲
法
改
正
（
バ
イ
エ
ル
ン
州
憲
法
七
五
条
）
の
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

州
民
表
決
は
、
州
民
発
案
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

〔
訳
注
＊
2
〕：
州
民
発
案
の
手
続
〔
大
ま
か
に
は
、
①
（
提
案
・
許
容
数
の
）
署
名
収
集
↓
②
提
案
↓
③
許
容
性
の
審
査
↓
④
（
成
立
数
の
）
署
名
収

集
↓
⑤
議
会
表
決
（
↓
⑥
州
民
表
決
）〕
は
州
に
よ
っ
て
異
な
る
。
バ
イ
エ
ル
ン
州
で
は
、
州
民
発
案
は
、
無
期
限
か
つ
自
由
に
収
集
さ
れ
た
有
効

署
名
数
が
二
万
五
千
を
超
え
れ
ば
許
容
さ
れ
、
有
権
者
の
一
〇
％
が
一
四
日
以
内
に
官
庁
で
リ
ス
ト
に
記
名
す
れ
ば
成
立
す
る
（
バ
イ
エ
ル
ン
州
選

挙
法
六
三
│
七
四
条
参
照
）。
州
議
会
で
そ
の
発
案
が
同
意
を
得
ら
れ
な
け
れ
ば
、
州
民
表
決
が
行
わ
れ
る
（
同
州
憲
法
七
四
条
四
項
）。

ま
た
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
州
で
の
州
民
発
案
は
、
六
か
月
以
内
に
集
め
ら
れ
た
五
千
の
有
効
署
名
に
よ
り
許
容
さ
れ
る
。
発
案
者
は
、
官
庁
で
の
署

名
収
集
か
自
由
な
署
名
収
集
か
の
ど
ち
ら
か
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
、
前
者
の
場
合
に
は
二
か
月
で
有
権
者
の
八
％
、
後
者
の
場
合
に
は
四
か
月

で
一
〇
％
の
署
名
を
集
め
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
（
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
州
憲
法
八
二
条
五
項
）。
な
お
、
自
由
な
署
名
収
集
の
場
合
に
は
、
同
意
署

名
者
は
、
理
由
を
述
べ
ず
に
署
名
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
州
憲
法
八
二
条
六
項
）。
成
立
し
た
州
民
発
案
は
、
議
会
で
可
決
さ
れ
な
け
れ

ば
、
州
民
表
決
に
か
け
ら
れ
る
。

〔
訳
注
＊
3
〕：
い
く
つ
か
の
州
の
地
方
自
治
法
、
例
え
ば
バ
イ
エ
ル
ン
州
市
町
村
法
（A

rt. 18A
 IX

 B
ayG

em
O

）
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
る
。「
市

民
発
案
の
許
容
性
が
認
め
ら
れ
る
と
、
市
民
表
決
の
実
施
ま
で
、
そ
の
市
民
発
案
と
矛
盾
す
る
市
町
村
の
機
関
の
決
定
が
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、

あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
決
定
が
執
行
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
こ
の
時
点
で
存
在
す
る
市
町
村
の
法
的
義
務
で
あ
れ
ば
、
こ
の
限
り
で
は
な

い
」。
も
っ
と
も
、
議
会
や
政
府
の
よ
う
な
憲
法
機
関
に
対
し
て
明
示
的
に
こ
の
よ
う
な
遮
断
作
用
を
規
定
す
る
こ
と
は
不
適
切
と
さ
れ
る
（K

. 

E
ngelken, D

V
B
l 2005, S

. 416

）。
な
お
バ
イ
エ
ル
ン
州
で
は
、
あ
る
市
民
発
案
が
許
容
さ
れ
た
後
、
市
町
村
議
会
が
自
発
的
に
そ
の
発
案
で
提

案
さ
れ
た
措
置
を
可
決
し
な
け
れ
ば
、
市
民
表
決
が
行
わ
れ
る
。

〔
訳
注
＊
4
〕：
年
齢
、
専
門
教
育
、
家
族
構
成
な
ど
。
一
九
八
〇
年
の
第
一
次
除
斥
期
間
決
定
（B

verfG
E
 55, 72

）
で
、
い
わ
ゆ
る
「
新
定
式

（neue F
orm

el

）」
が
示
さ
れ
て
以
来
、
こ
の
「
人
と
関
連
す
る
（personbezogen

）」
不
平
等
取
扱
い
で
は
、
比
例
性
審
査
が
な
さ
れ
て
い
る
。

他
方
、「
事
の
性
質
上
生
じ
る
（sachbezogen

）」
不
平
等
取
扱
い
で
は
、
一
九
五
一
年
の
西
南
ド
イ
ツ
判
決
（B

V
erfG

E
 1, 14

）
以
来
、
恣
意

定
式
（W

illkürform
el

）
に
基
づ
い
て
明
白
性
審
査
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
五
一
二
）
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二
六
一

（
1
） 

こ
の
定
式
は
次
の
も
の
に
よ
る
。P. K

irch
h

of, D
as P

arlam
ent als M

itte der D
em

okratie, in: F
S
 B

adura, 2004, S
. 237 ff .

（
2
） B

V
erfG

, N
V
w
Z
 2012, 967 ff .

（
3
） 

E
. S

ch
m

id
t-A

ßm
an

n, D
as A

llgem
eine V

erw
altungsrecht als O

rdnungsidee, 2. A
ufl ., 2004, 4/12 ff .

（
4
） B

V
erfG

E
 33, 1 <10 ff .> ‒ 

拘
禁
者
判
決; 33, 125 <158 ff .> ‒ 

専
門
医
決
定; 33, 303 <337 f.> ‒ 

第
一
次
入
学
定
員
判
決; 41, 251 

<260>; 45, 400 <417 f.>; 47, 46 <78 f.>; 116, 24 <58>.

（
5
） B

V
erfG

E
 130, 318 <343 f.> unter H

inw
eis auf B

V
erfG

E
 123, 267 <361>; 129, 124 <178 f.>.

（
6
） B

V
erfG

E
 129, 124 <178>; 130, 318 <344>.

（
7
） B

V
erfG

E
 129, 124 <180 f.>; 130, 318 <344 f.>.

（
8
） B

V
erfG

E
 90, 286 <382>.

（
9
） B

G
B
l. I 2005, 775.

（
10
） 

S
. B

iern
at, G

rundzüge des polnischen V
erw

altungsrechts in gem
eineuropäischer P

erspektive, in: v. B
ogdandy/C

assese/

H
uber 

（H
rsg.

）, IP
E
 V

 

（im
 E

rscheinen
）, §

 80 R
n. 170 ff .

（
11
） B

V
erfG

E
 49, 89 <124 ff .>; 68, 1 <87>.

（
12
） B

V
erfG

E
 68, 1 <89>.

（
13
） B

V
erfG

E
 68, 1 <89>.

（
14
） B

V
erfG

E
 49, 89 <125>; 104, 151 <207>; B

V
erfG

, N
V
w
Z
 2012, 954 ff ., R

n. 91.

（
15
） B

V
erfG

, N
V
w
Z
 2012, 954 <957>, unter H

inw
eis auf B

V
erfG

E
 49, 89 <124 ff .>; 68, 1 <87>.

（
16
） B
V
erfG

, N
V
w
Z
 2012, 967 ff.; zur E

inordnung D
. W

iefelspü
tz, D

ie B
undesverfassungs-richter w

erden vom
 D

eutschen 

B
undestag direkt gew

ählt!, D
Ö
V
 2012, 961 ff .

（
17
） 

そ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
も
の
を
参
照
。P. M

. H
u

ber, R
egierung und O

pposition, in: Isensee/K
irchhof 

（H
rsg.

）, H
S
tR

 III, 3. 

A
ufl . 2005, §

 47 R
n. 28.

（
五
一
三
）
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第
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（
二
〇
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月
）

二
六
二

（
18
） B

M
I 

（H
rsg.

）, D
er öff entliche D

ienst des B
undes. D

aten zur P
ersonalstruktur 2011, 2011, S

. 7.
（
19
） 

H
. D

reier, H
ierarchische V

erw
altung im

 dem
okratischen S

taat, 1991, S
. 196 f.; P. M

. H
u

ber, S
taatsrecht, in: ders. 

（H
rsg.

）, 

T
hürS

tV
erw

R
, 2000, 1. T

eil R
n. 199; H

. M
au

rer, D
ie M

itw
irkung der E

xekutive bei der G
esetzgebung, in: B

auer/H
endler/

H
uber/P

opow
ska/R

abska 

（H
rsg.

）, E
ntw

icklungstendenzen des A
llgem

einen V
erw

altungsrechts und des S
tädtebaurechts, 1999, 

S
. 109 ff .

（
20
） 

J. M
asin

g, in: v. M
angoldt/K

lein/S
tarck 

（H
rsg.

）, G
G
, B

and 2, 6. A
ufl . 2010, A

rt. 76 R
n. 17.

（
21
） 

J. M
asin

g, in: v. M
angoldt/K

lein/S
tarck 

（H
rsg.

）, G
G
, B

and 2, 6. A
ufl . 2010, A

rt. 76 R
n. 18; 

批
判
的
に
は
同
条
解
説 R

n. 100; 

同
様
の
も
の
と
し
て T. M

an
n, in: S

achs 

（H
rsg.

）, G
G
, 6. A

ufl . 2011, A
rt. 76 R

n. 25 f.

（
22
） 

そ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
ぐ
に II.2.b.

で
述
べ
る
。

（
23
） 

H
. P. S

ch
n

eid
er, D

ie parlam
entarische O

pposition im
 V

erfassungsrecht der B
undes-republik D

eutschland, 1974.

（
24
） B

V
erfG

E
 70, 324 <362>; 84, 304 <322>.

（
25
） 

Ｅ
Ｕ
議
会
に
お
け
る
諸
会
派
に
つ
い
て
明
示
的
に
は
、B

V
erfG

E
 129, 300 <327 ff .>.

（
26
） 

P. M
. H

u
ber, D

er P
arteienstaat als K

ern des politischen S
ystem

s, JZ
 1994, 637 <692>.

（
27
） 

こ
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
化
の
象
徴
と
し
て
の
会
派
手
当
に
つ
い
て
は
、
次
の
も
の
を
見
よ
。B

V
erfG

E
 102, 224 ff .; B

rem
S
tG

H
, N

V
w
Z
 

2005, 929 ff .; T
hürV

erfG
H
, N

V
w
Z
-R

R
 2003, 793 ff . 

会
派
の
代
表
者
ら
の
連
邦
軍
の
飛
行
隊
〔
ド
イ
ツ
空
軍
特
殊
空
輸
任
務
飛
行
隊
〕
へ
の

ア
ク
セ
ス
権
も
こ
こ
で
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
28
） 

P. M
. H

u
ber, D

er P
arteienstaat als K

ern des politischen S
ystem

s, JZ
 1994, 637 <692>.

（
29
） 

例
え
ば
、
次
の
も
の
を
参
照
。P. M

. H
u

ber, Z
ur R

enaissance des S
taates, in: B

auer/C
zybulka/K

ahl/S
telm

ach/V
oßkuhle 

（H
rsg.

）, Ö
ff entliches W

irtschaftsrecht im
 Z

eitalter der G
lobalisierung, 2012, S

. 35 <37 ff .>.

（
30
） 

そ
れ
に
つ
い
て
は
、 B

V
erfG

E
 130, 76 <121>.

（
31
） 

P. M
. H

u
ber, Z

ur R
enaissance des S

taates, in: B
auer/C

zybulka/K
ahl/S

telm
ach/V

oßkuhle 

（H
rsg.

）, Ö
ffentliches 

（
五
一
四
）
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W
irtschaftsrecht im

 Z
eitalter der G

lobalisierung, 2012, S
. 35 <39>.

（
32
） 

P. B
irkin

sh
aw

, B
ritish report, in: S

chw
arze 

（H
rsg.

）, D
ie E

ntstehung einer europäischen V
erfassungsordnung, 2000, S

. 

205 <251>; P. M
. H

u
ber, D

ie R
olle der nationalen P

arlam
ente bei der R

echtsetzung der E
uropäischen U

nion, 2001, S
. 13.

（
33
） B

V
erfG

, N
V
w
Z
 2012, 954 ff .

（
34
） 

A
. V

oßku
h

le, N
eue V

erw
altungsrechtsw

issenschaft, in: H
off m

ann-R
iem

/S
chm

idt-A
ßm

ann/ders. 

（H
rsg.

）, G
V
w
R
 I, 2. A

ufl . 

2012, §
 1 R

n. 16 ff ., 29 ff ., 37 ff ., 48.

（
35
） 

そ
れ
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
次
の
も
の
を
参
照
。P. B

ad
u

ra, K
onzeptionen europäischer und transnationaler G

overnance in der 

P
erspektive des V

erfassungsrechts, 2010, S
. 23 f.; W

. H
offm

a
n

n
-R

iem
, D

ie G
overnance-P

erspektive in der 

rechtsw
issenschaftlichen Innovations-forschung, 2011, passim

; G
. F. S

ch
u

ppert, A
lles G

overnance oder w
as?, 2011, passim

.

（
36
） 

P. M
. H

u
ber, P

arlam
entarische und plebiszitäre G

esetzgebung im
 W

iderstreit, Z
G
 24 

（2009

）, 311 ff .

（
37
） 

M
. B

orow
ski, P

arlam
entsgesetzliche Ä

nderung volksbeschlossener G
esetze, D

Ö
V
 2000, 481 <489>; J. C

aspar, in: ders./

E
w
er/N

olte/W
aack 

（H
rsg.

）, V
erfassung des L

andes S
chlesw

ig-H
olstein, 2006, A

rt. 42 R
n. 34, 36; K

. D
avid, V

erfassung der 

F
reien und H

ansestadt H
am

burg, 2. A
ufl . 2004, A

rt. 50 R
n. 15; T. M

ed
er, D

ie V
erfassung des F

reistaates B
ayern, 3. A

ufl . 

1985, A
rt. 72 R

n. 1; M
. R

ossi/
 S

. C
. L

en
ski, D

V
B
l. 2008, 416 <418>.

（
38
） F

ür B
ayern: B

ayV
erfG

H
E
 29, 244 <265>; B

ayV
erfG

H
, N

V
w
Z
-R

R
 2000, 401 <402>; für B

erlin: B
erlV

erfG
H
, B

eschl. v. 

27. 10. 2008 ‒ V
erfG

H
 86/08 ‒ juris, R

n. 78; für B
rem

en: B
rem

S
tG

H
, N

V
w
Z
-R

R
 2001, 1 <2>; für H

am
burg: H

m
bV

erfG
, U

rt. v. 

15. 12. 2004 ‒ H
V
erfG

 06/04 ‒ juris; U
rt. v. 27. 04. 2007 ‒ H

V
erfG

 04/06 ‒ juris, R
n. 95; für das S

aarland: S
aarlV

erfG
H
, 

N
V
w
Z
 1988, 245 <248>; für S

achsen: S
ächsV

erfG
H
, JbS

ächsO
V
G
 6 

（1998

）, 40 <42>; N
V
w
Z
 2003, 472 <473>.

（
39
） B

ayV
erfG

H
, N

V
w
Z
 2000, 401 <402>; S

ächsV
erfG

H
, N

V
w
Z
 2003, 472 <473>.

（
40
） §

 4 A
bs. 10 S

chulG
 S

.-H
.; Ä

nderungsgesetz vom
 10. 12. 1998, G

V
O
B
l. S

.-H
. S

. 366.

（
41
） G

V
O
B
l. S

.-H
. S

. 263.

（
五
一
五
）
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（
42
） B

V
erfG

, N
JW

 2000, 1104. 

も
っ
と
も
管
轄
権
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
て
。

（
43
） V

olksentscheid vom
 13. 06. 2004; G

esetz vom
 05. 07. 2004, H

m
bG

V
B
l. S

. 313; B
ürgerschafts-D

rucks. 18/4339; G
esetzes 

zur Ä
nderung des G

esetzes über die W
ahl zur ham

burgischen B
ürgerschaft, des G

esetzes über die W
ahl zu den 

B
ezirksversam

m
lungen und des B

ezirksverw
altungsgesetzes vom

 19. 10. 2006, H
m
bG

V
B
l. S

. 519; H
m
bV

erfG
, U

rt. v. 27. 04. 

2007 ‒ H
V
erfG

 04/06 ‒ juris.

（
44
） 

P. M
. H

u
ber, P

arlam
entarische und plebiszitäre G

esetzgebung im
 W

iderstreit, Z
G
 24 

（2009

）, 311 <315 ff .>.

（
45
） 

テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
で
の
そ
の
よ
う
な
争
い
に
つ
い
て
は
、
次
の
書
籍
に
付
さ
れ
た
資
料
を
参
照
。W

ittreck 

（H
rsg.

）, V
olks- und 

P
arlam

entsgesetzgeber: K
onkurrenz oder K

onkordanz? D
okum

entation eines T
hüringer V

erfassungsstreits, 2012.

（
46
） 

こ
の
よ
う
な
考
え
に
つ
き
、 S

. M
ü

ller-F
ran

ken, R
eferendum

 versus V
olksgesetzgebung, in B

aus u. a. 

（H
rsg.

）, P
erspektiven 

und G
renzen „direkter D

em
okratie “, 2012, S

. 51 <60 f.>.

（
47
） 

P. M
. H

u
ber, P

lebiszite, in: K
ube/M

ellinghoff /M
orgenthaler/P

alm
/P

uhl/S
eiler 

（H
rsg.

）, L
eitgedanken des R

echts, B
and I, 

2013, §
 60, S

. 651 <656>.

（
48
） U

.S
. S

uprem
e C

ourt 5 U
.S

. 

（1 C
ranch

） 137 

（1803

）.

（
49
） 

I. K
an

t, Ü
ber ein verm

eintes R
echt aus M

enschenliebe zu lügen, in: W
erke in Z

w
ölf B

änden, B
and 7, S

. 642: „D
as R

echt 

m
uss nie der P

olitik, w
ohl aber die P

olitik jederzeit dem
 R

echt angepasst w
erden. “

（
50
） C

C
 N

o. 92-312 D
C
 v. 02. 09. 1992, E

uG
R
Z
 1993, 193 <194> ‒ 

マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
第
二
判
決
。

（
51
） 

C
. S

im
on

s, G
rundrechte und G

estaltungsspielraum
, 1999.

（
52
） B

V
erfG

E
 50, 290 <333 f.>.

（
53
） 

基
本
的
な
も
の
と
し
て
、B

V
erfG

E
 99, 367 <388 ff .>.

（
54
） 

範
例
的
な
も
の
と
し
て
、 B

V
erfG

E
 125, 175 <219> ‒ 

ハ
ル
ツ
Ⅳ
判
決
。

（
55
） 

F
ried

rich
 Ju

liu
s S

tah
l, P

hilosophie des R
echts, 3 B

ände, 1830-1837 
を
参
照
。

（
五
一
六
）
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二
六
五

（
56
） B

V
erfG

E
 89, 155 <184 f.>.

（
57
） B

V
erfG

E
 113, 273 <300>.

（
58
） B

V
erfG

E
 123, 267 <347>.

（
59
） B

V
erfG

E
 129, 124 <178>.

（
60
） B

V
erfG

E
 130, 318 <344 f.>.

（
61
） B

V
erfG

, N
V
w
Z
 2012, 954 <960, 962 ff .>

（
62
） B

V
erfG

, N
JW

 2012, 3145 <3148 ff .>.

（
五
一
七
）
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